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         に向けた施策の充実・強化を 
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 総務防災課長    伊 倉 直 樹 

 総務防災課参事    石 井 公 晶 

 職 員 課 長    寺 口 貴 広 
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 下 水 道 課 長    中 村 昭 彦 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係長    早 渕 由 樹 

 

午前10時05分開会 

○立崎聡一委員長 おはようございます。 

 ただいまから総務経済委員会を開会いたします。 

 本日の委員会ですが、先ほど付託されました議案

14件、請願４件、陳情１件、そして行政視察及び秋

季視察についての合計21件について審査します。 

 審査の進行につきましては、最初に農林水産部、

観光商工部関係の議案を審査し、理事者入れかえの

後、企画総務部の議案を審査します。 

 その後、理事者入れかえ後、建設港湾部、水道部

の議案を審査します。 

 再度、理事者入れかえ後、当委員会に付託されて

ます請願・陳情の審査を行います。 

 その後、理事者退出していただき、行政視察及び

秋季視察について協議します。 

 それでは、議案第１号中、商工労働課所管分の説

明を求めます。 

○秋葉孝博商工労働課長 議案資料５ページをごら

んください。 

 平成31年度一般会計補正予算企画振興費、北海道

利用促進環境整備事業負担金につきまして御説明申

し上げます。 

 １．補正の理由及び内容ですが、北海道及び関係

線区沿線市町村におきまして、ＪＲ北海道に対する

緊急的かつ臨時的な支援の実施にあたり、その経費

の一部を負担するため、追加補正をするものでござ

います。 

 ２．補正額ですが、154万円で全て一般財源とな

っております。 

 ３．支援内容の概要ですが、（１）支援の対象線

区は石北線釧網線を含め、全８線区で、記載のとお

りとなっております。 

 （２）支援の対象経費はＪＲ北海道が関係線区で

実施する定時性、利便性、快適性の向上などの利用

促進に資する投資的経費となっております。 

 （３）支援額は年間２億円で、これを本年度と来

年度の２年間実施し、総額では４億円を予定してお

ります。 

 （４）支援額の北海道と沿線市町村の負担割合

は、７対３で記載のとおりとなっております。 

 （５）関係沿線の40市町村ごとの支援額は、市町

村負担分6,000万円を均等割50％、人口割25％、財

政割25％で算出されたもので、北海道から金額が提

示され、各沿線協議会などにおきまして協議し、既

に同意がなされたものです。 

 説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

○川原田英世委員 今まで、るる議論があったＪＲ

の関係が実質的に補正予算という形で出てきたとい

うふうに思いますが、ちょっとわからないので、ま

ず、御説明いただきたいんですけども、この対象経

費の部分で言葉では定時性、利便性、快適性の向上

というふうにあるんですけれども、具体的にどうい

うものを指すのかちょっとわかりにくいものですか

ら、具体的な内容を教えていただきたいと思いま

す。 

○秋葉孝博商工労働課長 ＪＲ北海道が実施する大

まかな意味合いなんですが、具体的には、現在ＪＲ

北海道で実施している一部そのペイントをした車両

というのがございます。 

 具体的には「北海道の恵み」シリーズというのが

ございまして、この地域には「流氷の恵み」道東の

「森の恵み」というような、ペイントをした列車が

走っておりますが、こうしたものの車両の一部をさ

らにふやすような取り組みですとか、また今後にな

りますが「山紫水明」、これも同じくイメージ的に

は「流氷物語号」のようなお金をかけないでラッピ

ングするような車両、こういうものも、このいわゆ

る黄色線区である８線区で使っていこうということ
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が計画がありまして、こうしたものの支援、それか

ら網走駅につきましては、既にＷｉ－Ｆｉがなって

おりますけれども、外国人が増えてるということ

で、現在、駅にはＷｉ－Ｆｉがなってないものを進

めていくこと、それから既に網走駅ではございます

が、外国人の観光客に対して多言語化案内、例えば

近隣では遠軽駅っていうのは全くない状況ですの

で、こうしたところに配置をしていく、そのほかで

は冬シーズンの排雪のモーターカー等の機械の改修

ですとか、鹿どめ柵の設置ですとか、そうしたもの

が現在検討されております。 

 最終的には、北海道が窓口になりまして、補助申

請を受けて内容審査の上、年度いっぱい、最終的に

は決定され、その支援額が交付されるというような

流れになっております。 

 以上です。 

○川原田英世委員 はい、わかりました。 

 観光列車だとかそういった戦略的な取り組みから

実質的な運営に至る部分まで、幅広くということな

んだということで理解しました。 

 それともう１点、それぞれの負担があるわけです

けれども、網走２路線乗り入れてるということで、

他の自治体とちょっと状況違うのかなというふうに

思うんですが、そこでの負担がほかにも多いだとか

そういったことは何かあるのか、確認したいと思い

ます。 

○秋葉孝博商工労働課長 負担の算出の仕方につい

て、よりちょっと具体的に説明させていただきます

が、今回沿線にはいわゆる黄色線区、８線区で40の

市町村がございます。 

 まず均等割で6,000万に対して50％ですから、そ

の3,000万を、まず均等に分けましょうということ

で、定額として75万円っていうのはどの沿線自治体

にもまず振り分けられているという状況です。 

 その上で人口の大きさの案分、それから財政力を

示す財政力指数による平均値といいますか、割合出

しまして、案分をされておりますので、今お話のあ

った、２線区を持ってるから負担が高いということ

ではなくて単純に自治体数でそれぞれ振り分けて算

出されたという金額になっております。 

○川原田英世委員 はい、わかりました。 

 後ほど、これ請願も内容あるかと思うんですが、

これ２年間の支援ということですけれども、先ほど

も観光的な戦略の取り組みと機関整備というふうに

なると、どう考えても２年間で成果がバッと出てく

るようなものではないというふうに思いますので、

ここら辺も、国、道としっかり議論する中で網走と

しても、この事業の継続性というかですね、もっと

長いスパンを見越して取り組んでいく必要を訴える

必要があるんじゃないかなと思うのですが、その点

のお考えは何かありましたらお伺いします。 

○秋葉孝博商工労働課長 このたびの地域の負担と

いうことにつきましては、昨年度からいろんなお話

がありまして、まず、ＪＲ北海道に対して国土交通

大臣が発出した監督命令というものがございまし

て、これにつきましては、金額は明らかにはなって

いないんですが、いわゆる黄色線区のほうで同水準

の負担を求めるという一文がございまして、この中

で昨年、北海道が取りまとめを行いながら国と交渉

してきたという経過がございます。 

 この中で同水準というのは幾らなのかっていうこ

とで、そうしたさまざまな議論と地方に負担を求め

るのであれば、地方財政計画にしっかりと載せて地

方財政対策措置を講じるようにということをやって

きたんですが、結果として、これにつきましては見

送られたという経過がございます。 

 こうした中におきましても、今その北海道及びそ

の沿線自治体として支援できる範囲の中で負担をし

ましょうということで、今回、上程しているのは、

主に先ほど説明した内容の投資的経費でありまし

て、これとは別に、利用促進はそれぞれの沿線自治

体で取り組んで別に予算を計上しておりますので、

まずはこの２年間負担をして、今年度来年になりま

すが、北海道を中心としてですね、またいろんな面

で負担の軽減などを求めていくと、そういった流れ

になっております。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

○山田庫司郎委員 きょうの新聞にもＪＲ北海道の

路線ごとの赤字のやつも載ってましたけれども、非

常に運営が厳しい状況が、新聞等にも載ってました

し、とりわけ期待をしてた新幹線が、非常に赤字を

出しているということも今後の心配な部分もひとつ

あるわけですけれども、今回154万円ということ

で、今、川原田委員のほうから質問あったことにつ

いて、私もどういう内容なのかと思ってたことにつ

いても答弁いただきましたので理解するとこあるん

ですが、それでこの40市町村なんですが、オホーツ

ク的には釧網線と石北線については、それぞれ対策

の関係市町村集めていろいろ議論してきている経過

がありましてね、これ、沿線というのは本当に線路
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が走っている自治体だけということなんでしょう

か。 

 それとオホーツク的には、例えばですが、北網、

紋別、雄武、興部、西興部等については鉄路がない

んですが、佐呂間等も含めてですが。 

 こういうとこの自治体とオホーツク的な部分では

何か議論、別議論というのはされているのかどう

か、もしわかればお聞きをしたいと思います。 

○秋葉孝博商工労働課長 今、議員おっしゃるとお

りでして、本件につきましては、期成会の中でさま

ざまな議論がなされてきました。 

 先ほど御説明した40自治体というのは、あくまで

も北海道が沿線の自治体に示した金額となっており

ます。 

 こうした交渉が昨年の暮れから継続的にやってき

たんですが、その中で、期成会でいろんな議論をし

ておりましたので、オホーツク管内につきまして

は、ある程度の負担をするということで議論がまと

まりまして、まず紋別市、ある程度の大きいところ

で、それから訓子府、津別など一定の駅利用者が実

際にいるという団体につきましては10万円を、全く

駅の利用が見込まれない、例えばですが、滝上町で

すとか、興部町につきましては５万円を出すという

ことで、このオホーツク圏に限ってのことですが、

そうした形で支援を少しでもしたいという申し出が

ありまして、期成会の中で、こうした沿線でない団

体で約80万円の負担をするということになりまし

た。 

 結果、釧網線はどうしても地域が限られますの

で、石北線の部分でいきますと、北見、網走、美

幌、遠軽、大空とありますが、この80万円を均等に

分けまして、16万円の軽減をしたという結果で、今

回お示している金額、端数があるんですが、これは

16万円を差し引いた後の網走市の負担というふうに

なっております。 

 以上です。 

○山田庫司郎委員 今、課長言われたように、今ま

での経過も含めて、線路がない自治体もオホーツク

的にやっぱりしっかりかかわっていこうという経過

がありましたから、今報告受けて、金額別にしてで

すね、やっぱりみんなで支えていこうと、こういう

ような気持ちがまた期成会の中にあるということ

で、ちょっと安心しました。わかりました。 

○立崎聡一委員長 他に質疑ございますか。 

○栗田政男委員 説明を聞いていて、いよいよ我々

の市税を投入する時期が来たなっていうふうに捉え

ているんですが、今後、多分この様な金額、今回

は、多分全体からすると異常に少ない金額の財政指

数なんですが、この先まだまだふえるというふうに

原課は捉えているんでしょうか。 

○秋葉孝博商工労働課長 今回の件につきましては

おおむね２年間ということで、一定の協議が整った

というふうに認識をしております。 

 課題といたしましては、そもそも、その国鉄清算

事業団の債務処理法という法律がありまして、現

在、基金の運用を含めてＪＲ北海道が何とか経営が

成り立っているという実態がございます。 

 これについては、当時ＪＲの改革の中で平成32年

度というのが一定の法律の期間というふうになって

おりますので、この期間の延長ができるか、さらに

は抜本的な地方財政対策といいますか、交付税措置

のような、そうした沿線自治体に対してそうした措

置がとれるかというのが大きな焦点になるというふ

うに認識をしております。 

○栗田政男委員 いろんな市、行政単位で支出する

というのは、なかなかこれから先大変な状況ではな

いかと思うので、これは何度も私は申し上げてます

が、ＪＲ北海道といえども民間の企業であります。 

 それに対して、税金の投入をするというのは、や

はり慎重な考え方、将来を見通したしっかりとした

ものがなければ無意味な投資になってしまう傾向が

強いと思いますね。 

 だから、そういう中ではやはり生きたお金の支出

の仕方をしていただきたいという思いが強くありま

す。 

 そういう中で片やＪＲ北海道は、札幌駅新幹線の

延伸にあわせて巨大なる投資をして整備をしようと

してます。 

 もうかるところはどんどんどんどん投資をして整

備をするのに、地方のもうかってない路線について

は、「皆さんがお金を出してくれるんなら維持しま

すよ」みたいなスタンスで、この先いかれるのであ

れば、それはとんでもない話でありますし、企業と

してのやはり責任が、そこにしっかり担保されなく

てはいけないというふうに考えます。 

 そういう中では、私はいずれは維持できない線路

が多々出てくるっていうこと、これ必然的にしよう

がないことだと思っていますので、そこまで延命を

しながら、徐々にソフトランディングしていくよう

な感覚で、今、多分皆さん動いてるんでしょうけれ
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ども、これはもう相変わらず私は変わりません。 

 早い時期に英断をして、採算ベースに合わない路

線については、残念ながら廃線を決断するっていう

のが、やはり北海道の方向性としては正しんではな

いかなと思ってます。 

 それは私の考え方ですから申し述べたいと思いま

す。 

 今後いろんなことで、このＪＲの問題、やはり公

共の交通機関ですから、なくてはならないという前

提は、それは十分にみんなが理解してるわけです

が、そういう中で利用促進をしただけで本当に維持

が可能なのか、どれだけふえていくのか、採算、売

り上げがどれぐらい上がっていくのかというのは非

常に大事な話なんですね。 

売り上げが上がらないのであれば、ここで財政出

動しても何の意味もないというのが私の持論であり

ます。 

 それについての見解、何かあれば聞かせていただ

きたいと思います。 

○秋葉孝博商工労働課長 ＪＲ北海道の経営の状況

について、簡単なイメージをしていただけるような

数字でお話をさせていただくと、鉄道事業では約

400億円の赤字です。 

 けさも新聞にありましたが、これ札幌千歳圏、札

幌圏でも赤字ですので、そもそも鉄道自体が北海道

では成り立たないのは、これ事実でございます。 

 この400億円の赤字を、基金を150億円活用してま

して、これで赤字を穴埋め、この残りの250億円に

つきましては、国からの補助で約200億円、そして

残りの50億円につきましては、今、お話がありまし

たが、非常に札幌圏のホテルですとかＪＲタワーの

経営状況は、今のところ不動産事業としてはかなり

収益を上げています。 

 それでも50億円、この黒字を全て赤字に補填をし

て、なんとかＪＲ北海道が単体ではなくグループと

して成り立っているというのが現状でございます。 

 こうした大変厳しい中で、利用促進に努めたとい

うことで、これが黒字に逆転するということはまず

ないという前提で、まず国から求められていること

は、やはり地域でまず考えることが必要だというこ

とが今問われているということです。 

 国が支援するしないにしても、地域が必要としな

いものは当然国も支援をしない。 

 それから、そうした熱意があるかどうかというの

は、これ現状として８線区では市的には試されてい

る状況ということがありますので、まずは地域に根

差した利用促進を行ないながら、いろいろな情報収

集をさせていただきながら、なんとかまずは２年間

その先の５年間、第２期アクションプランの時期が

そのとき令和５年度までありますので、まずこの期

間は、維持前提で、さまざまな取り組みをしっかり

行っていきたいというふうに考えております。 

○栗田政男委員 全体で、単体、事業体としては黒

字には絶対持っていけないという説明を受けまし

た。 

 そういうことになってるらしいですね。 

 公共機関という使命ですから、たとえ多少の赤字

が出ようが、国民市民がそれの利便というか、メリ

ットが出るんであれば、それは当然国をあげて協力

するというのは当然のことだと思います。 

 そういう中で大量輸送に関しては、やはり鉄路に

かなうものは今のところまだ出てません。 

 幾ら陸路が、道路網が発達しても、１回に多くの

ものを短時間で運ぶにはやっぱり鉄路が一番有利だ

というふうに考えてますし、当市においては一次産

業が中心ですから、そういう輸送というもの、大量

輸送が必要になってくる特別な地域であります。 

 そういう面からすると、採算を考えないのであれ

ば、釧網線などはこれからの第一次産業の生産物を

港に運ぶ、釧路に運ぶという意味では、非常に大事

なルートではないかなと思います。 

 できるならば残してほしいという思いも強くあり

ますが、いかんせん採算ベースにのるだけの利用

率、いろんなもので維持管理に莫大なコストがかか

る、冬季間のいろんな問題もあるということで、非

常に難しい問題の選択を迫られてるんではないかな

と思います。 

 今後とも協議をしながら、いろんな考え方がそれ

ぞれの市民の皆さんも持ってます。 

 早くやめたほうがいい、いやでも鉄道がなくなる

とまちが死んでしまうよ、沿線自治体が死んでしま

うよと、それは我々は湧網線の廃線によって現実に

見てきて、現実に体験をしてみて感じております。 

 それはよくわかってます。 

 よくわかってる中で、やはりそうは言っても、こ

れからどんどんどんどんそこに税金を投入して赤字

を埋めていくっていうのは厳しいんじゃないかなっ

ていう思いでお話をさせていただきました。ありが

とうございます。 

○立崎聡一委員長 他に質疑ございますか。 
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○澤谷淳子委員 すみません。 

 ちょっとお尋ねしたかったのが、７月１日から駅

中の観光案内所が、その隣のところにきちんと施設

を作って、そこで案内所を始めましたが、その予算

というか、それはこれにも含まれますか。 

○秋葉孝博商工労働課長 今回の予算には含まれて

おりません。 

 駅の案内所につきましては、平成31年度当初予算

に観光費のほうに予算を措置しまして、移転をして

おります。 

○澤谷淳子委員 ありがとうございます。 

 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○石垣直樹委員 本年度154万円の追加で補助を出

すということなんですけれども、来年度も同額を支

出する予定ですか。 

○秋葉孝博商工労働課長 今回の支援につきまして

は２ヶ年の計画をしておりまして、全沿線の協議会

等におきましても、２億円同額の支援を来年度は、

当初予算ベースで実施するということで協議が整っ

ております。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 ありがとうございます。 

 今、答弁の中で、利用促進に投資しても意味がな

いというような答弁がございましたけれども、であ

るならば、この補正予算の意味がないのではないか

と思うんですけれども、それはどのようなお考えで

しょうか。 

○秋葉孝博商工労働課長 私、先ほど意味がないと

いう説明はしたつもりはないんですが、利用促進を

してもその赤字を解消できる範囲ではないという趣

旨のことを説明を申し上げたつもりです。 

 以上です。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

 ではこれは、赤字を解消する目的のための追加補

正ではなくて、利便性を上げるための補助金だとい

うことで、そういう認識でよろしいですか。 

○秋葉孝博商工労働課長 これ、昨年からの若干経

過があるんですが、まず監督命令が昨年発出されま

して、国から、国と同水準の支援を地域も負担する

ようにという話がまず一つございました。 

 その中で国の支援額については単年度約200億円

ですので、それを同水準ということは、その金額は

いくらかというのが、北海道それから沿線地域とし

てさまざまな議論をしてきたところでございます。 

 結果的に北海道を中心として、国土交通省との交

渉の結果、この２億円に落ちついたっていうのが結

果でございまして、この期間としては、本年度と来

年度ということがございますので、まずこの２億円

につきましては負担をした中で、それぞれの地域は

アクションプランに基づきまして利用促進に努め

る、そうした中でさらに国に対して抜本的な支援を

要請してまいりたいと、そうした考え方でございま

す。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 ありがとうございます。 

○立崎聡一委員長 他に質疑ございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 続きまして、議案第１号中、農林課所管分の説明

を求めます。 

○佐藤岳郎農林課長 それでは、議案資料７ページ

をごらんいただきたいと思います。 

 平成31年度一般会計農業振興費、畑作構造転換事

業補助金の補正予算について御説明いたします。 

 まず補正の理由につきましては、国の進める畑作

構造転換事業を活用し、規模拡大に対応した競争力

のある、畑作産地への構造転換に向けた農業用省力

作業の機械の導入に対し、補助するため追加補正を

するものです。 

 具体的な事業内容についてですけれども、市内の

営農集団・利用組合及びＪＡオホーツク網走で購入

しようとする、ポテトハーベスター５台、ビート移

植機３台、豆類コンバイン４台、ポテトプランター

２台と、牽引のためのトラクター５台、計19台の省

力作業用機械の導入に係る経費１億8,296万5,594円

に対して、補助要件の上限２分の１以内であります

8,370万2,000円を助成するものとなっております。 

 補正額につきましては、歳入歳出ともに8,370万

2,000円を補正するもので、補正後の予算額は１億

2,159万6,000円となります。 

 財源につきましては全額が道補助金でございま

す。 

 続きまして、議案資料８ページをごらん願いま

す。 

 同じく平成31年度一般会計農業振興費、農業振興

施設整備事業補助金の補正予算について御説明をい

たします。 

 補正の理由につきましては、北海道の地域づくり

総合交付金を活用し、オホーツク網走果樹部会が実

施する観光果樹園の作業機械の導入に対し、補助す
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るため追加補正をするものです。 

 具体的な事業内容についてですけれども、昨年度

採択を受けました本事業の作業機械の導入におい

て、胆振東部地震の影響により、昨年度内に納品の

めどが立たなくなったことから、本年度新たに事業

申請を行うもので、オホーツク果樹部会の３戸の果

樹園地において高所作業所３台を導入する経費405

万円に対して、補助要件の上限の２分の１内であり

ます190万円を助成するものとなっております。 

 補正額につきましては歳入歳出ともに、190万円

を補正するものであり、財源につきましては全額が

道補助金でございます。 

 説明については以上です。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○山田庫司郎委員 大変ありがたい補助事業です

ね。全道、全体見ながらということで、ここ３年ぐ

らいこの事業あるかなかというふうにちょっと記憶

してるのですが、途中で、こういう形で補正で出て

くるケースが多いんですが、この事業というのはも

うちょっと続く予定があるのかどうかと、それと網

走市として地域から要望まだ上がってて、達成され

てない部分というのが、まだ大分あるのかとか含め

てですね、お聞かせいただきたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 この畑作構造転換事業につい

てはですね、平成30年度の補正の事業となっており

まして、国のほうで30億円の予算が計上されている

ところです。 

 その補正の中で成果目標がポイントによって、申

請をして、採択を受けているものでございまして、

今回うちで上げた機械については全て採択をいただ

いているところです。 

 今後また同じような枠組みで出てくるというよう

なことも考えておりますので、それが出てき次第で

すね、また農協等に照会をかけたりもしてですね、

その事業を実施していきたいというふうには考えて

おります。 

○山田庫司郎委員 アメリカとの交渉を含めてです

ね、まだ見えてない部分もありますから、北海道の

農産物がどうなるかという意味では、やっぱり畑作

にも力はつけてもらわないと、北海道の農業が大変

になると聞きますから。 

 そういう意味で、国の補助ですし、道を介して補

助金が入ってきているんだと思いますけれども、そ

の都度その都度、大体予算枠で地域に要望を聞くん

ですか。それとも全体聞いてて、できなかったとき

ありますものね。 

 予算によって聞いてるのかな、聞きとりは。 

○佐藤岳郎農林課長 予算ではなくてですね、あ

の、やはり地域の要望を先に聞いた中で、それを出

して、そのポイントで線引きされて採択になるとい

うことで、今回たまたま全て採択なりましたけれど

も、そのポイントによっては、残念ながら採択にな

らない事業もあるというふうに考えております。 

○山田庫司郎委員 そしたら、今までの経過の中で

は大体、要望が出た分については、対応してきた

と。 

 そういうことでほかには要望はないの。 

要望は大分残ってるの。 

 手持ちっていうのはあるのかどうか、そこを聞き

たいです。 

○佐藤岳郎農林課長 こちらに上がってきているも

のは、全て上げて採択を受けさせていただいている

ところです。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

 ぜひ、国にもこの事業というのですね、継続含め

てしていって頂ければ。 

 次の果樹園のやつも名前は違いますけど、畑作振

興対策ですから、それもあわせてよろしくお願いを

したいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければお諮りいたします。 

 議案第１号、平成31年度網走市一般会計補正予算

中、観光商工部、農林水産部所管分については、全

会一致により原案可決すべきものとして決定してよ

ろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

 それではここで理事者入れかえのため暫時休憩い

たします。 

               午前10時37分休憩 

午前10時38分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 次に、議案第１号中、企画総務部所管分の説明を

求めます。 

○高橋勉税務課長 議案資料６ページ、資料１号を

ごらん願います。 

 議案第１号、平成31年度一般会計補正予算中、賦

課徴収費、過年度還付金及び加算金について御説明

を申し上げます。 
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 １の補正の理由及び内容ですが、対象の税目は法

人市民税と個人市民税です。 

 まず、法人市民税ですが、市内に事業所を有する

法人の多くは、法令に基づき、前期事業実績税額の

２分の１の額を法人市民税として中間申告し、納付

することとなります。 

 平成31年度の法人の確定申告において、事業実績

が前年を下回るなどの理由により、中間納付額の還

付を要する法人が増加したこと。 

 加えて、法人の決算月の関係で、中間申告が前年

度に行われているため、過年度の還付となったこと

によるものです。 

 次に、個人市民税ですが、扶養控除の追加や医療

費控除などを理由とする確定申告が増加し、還付が

増大したことにより予算に不足が生じるため、今回

追加補正を行うものです。 

 ２の補正額ですが、補正前の額が1,500万円に対

しまして、1,000万円を追加し、補正後の額は2,500

万円となります。 

 以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○川原田英世委員 個人法人それぞれ理由はわかっ

たんですけれども、ちょっと割合というか、どの程

度法人か、どの程度個人か、というのがわかればと

思うんですが。 

○高橋勉税務課長 補正額の1,000万円のうち、 

70％にあたる690万円相当が法人の分、それと個人

の分が310万円と想定しております。 

○立崎聡一委員長 他に質疑ございませんか。 

○松浦敏司副委員長 いわゆる予定納税をして、最

終的には３月に総額を納めるというのが、法人なり

個人でも、一定の所得のある人たちはそのようにや

っていますが、例えば、この法人でいいますとね、 

およそ690万となると、相当の額が当初の予定より

所得が減少したというようなことだと思うんです

が、まず、具体的名称は別として、どういった要因

といいますか、中で、そういう大幅な所得の減少に

なったのか、その辺どのようにお考えですか。 

○高橋勉税務課長 個人の決算の中身でございます

んで、具体的にどういった要因で法人としての収益

の減につながったかまでについてはですね、私ども

のほうでは把握していない状況です。 

○松浦敏司副委員長 いわゆる法人、一定の大きな

会社だと、グループで連結決算というのをやったり

するんですね。 

 だから、一社一社でいうと黒字になってても、同

列の会社が、大きな赤字を出せばトータルとしては

マイナスになって赤字になるというのが、連結決算

の特徴で、これは大手の企業にしか対象とはならな

いんですが、そういったことがひょっとしたらある

のかなというふうに思ったので、その辺を詳しい中

身まではわからないにしても、そういったことがあ

ったのか、連結決算によって結果として、法人の所

得が減少したというふうに捉えていいのか、その辺

伺います。 

○高橋勉税務課長 法人名については、ちょっと申

し上げるわけにはいきませんけれども、そういった

ことも要因の一つではないかなというふうには考え

ております。 

○松浦敏司副委員長 はい、わかりました。 

 いずれにしても、所得が減少して税を納めるのが

減少をするというようなことは、網走市にとって

は、なかなか厳しいものだというふうに思います。 

 しかし、これは法的にはやむを得ないことであり

ますから、それは理解いたしました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、お諮りいたします。 

 議案第１号、平成31年度網走市一般会計補正予算

中、企画総務部所管分について、全会一致により原

案可決すべきものとして決定してよろしいでしょう

か。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第４号、網走市職員

給与条例等の一部を改正する条例制定について説明

を求めます。 

○寺口貴広職員課長 議案資料22ページ、資料２号

をごらん願います。 

 議案第４号、網走市職員給与条例等の一部を改正

する条例制定について御説明申し上げます。 

 初めに、改正の趣旨でございますが、成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律が公布され、地方公

務員法に規定する欠格条項から成年被後見人等に関

する項目が削除されたことから、当該条例について

所要の改正を行うものでございます。 

 改正する条例は網走市職員給与条例、網走市職員

退職手当支給条例、網走市企業職員の給与の種類及
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び基準に関する条例、網走市職員の任免及び服務に

関する条例の４条例でございます。 

 改正の内容についてでありますが、１点目は、職

員が成年被後見人等に該当したことで、地方公務員

法に規定する欠格条項により失職した場合の給与及

び退職手当の取り扱いに係る規定の削除でございま

す。 

 ２点目は、条文の整理を行うものでございます。 

 なお、いずれの件につきましても、この改正に伴

いまして、給与や退職手当の支給内容等に変更が生

じるものではございません。 

 施行期日につきましては、令和元年12月14日から

施行しようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○山田庫司郎委員 中身については理解します。 

 ただちょっと、施行期日が12月14日というのは、

どういうことなのか、10月１日からできないものな

んですか。 

○寺口貴広職員課長 こちらの施行期日につきまし

ては、法律のほうで公布から６か月以内ということ

で、そこで施行日が決められていることから、12月

14日の施行ということになります。 

○山田庫司郎委員 公布から６カ月以内。 

○寺口貴広職員課長 そうですね。 

○山田庫司郎委員 以内なら１か月でもいいのか

い。 

○寺口貴広職員課長 ６か月以内で、政令で定める

日ということが決まっておりまして、交付されたの

が６月14日ですので、そこから６か月後で12月14日

ということで決まっております。 

○山田庫司郎委員 ６か月以内ということは３か月

でもいいという解釈でいいのか、６か月を超えない

とできないのか、その表現だとちょっとわからない

ので説明して。 

○寺口貴広職員課長 法律の中ではそのように規定

されてて、６カ月以内で政令で定める日ということ

になっておりまして、政令で12月14日と定められま

したので、12月14日が施行であります。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

 政令で決まったということなら、そう言ってくれ

ればわかりました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りします。 

 議案第４号、網走市職員給与条例等の一部を改正

する条例制定については、全会一致により原案可決

すべきものとして決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第13号、財産の取得

に係る契約の一部変更についての説明を求めます。 

○石井公晶総務防災課参事 議案資料50ページ、資

料11号をごらん願います。 

 議案第13号、財産の取得に係る契約の一部変更に

ついて御説明を申し上げます。 

 初めに、契約変更の理由でございますが、平成28

年４月の消費税法の一部改正に伴い、契約の一部を

変更するものでございます。 

 次に、契約変更の内容でございますが、令和元年

６月27日に議決をいただいた財産の取得に係り、同

月28日付けで契約を締結いたしました、網走市緊急

告知防災ラジオ整備事業売買契約書につきまして、

本年10月１日からの消費税率改正に伴い、表に記載

のとおり、契約金額を133万7,000円増額するもの

で、網走市財産条例第２条の規定に基づき、議会の

議決を求めるものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○川原田英世委員 増額で133万7,000円ということ

なんですが、これ議論してきたときに委託生産とい

うことで、部分的にできあがった順番に納品しても

らうという話だったかというふうに思うんですが、

そういうふうな形でいって、増税前に納めていただ

ける部分を納めていただいて、ということなどで、

増額も抑えるということができなかったのかなとい

うふうに思うんですが、そこら辺はどのようなお考

えなのか伺います。 

○石井公晶総務防災課参事 こちらの緊急告知防災

ラジオの購入に当たりまして、これを取り扱う事業

者からお話を聞いたところ、納品までには６か月か

かるということをあらかじめ確認をしておりました

ので、履行期限を決める際にしても、そのことを踏

まえて契約を交わしたところでございます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 ちょっと議論したいんですが。 

 国税庁の考え方も含めて、網走市も契約した時点

で、10月にもしかしたら消費税が上がるという可能

性っていうのは頭に入れてましたから、春の契約段
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階では、消費税が上がった段階では、少額の契約変

更するということで動いていたように聞いてまし

た。 

 私たち議員もですね、この契約のときに、その消

費税の考え方がいろいろありますから、ないものだ

と思ってしゃべっている人もいますし、そのときに

上がった場合については、既に契約されたものにつ

いてはどうするんだということは質問もしてなかっ

たんですが、それで、これはですね、今回そのラジ

オの関係で、今提案いただいてますが、この後の除

雪グレーダーもそうだし、スクールバス、それから

工事、土木工事、建設工事も全てかかわると思うん

です。 

 2,000万円以上だと議会の承認というのが規約に

ありますから、ほかの部分は出てきませんけれど

も、理解はするんです、公共事業ですから。 

 ただ、６月に契約をしていて、消費税が上がる可

能性がありますと。 

 工期が12月っていうのもありますし、例えば、参

事ともちょっと話した経過ありますが、６月に契約

して10月に工期があった場合については、ほとんど

物ができているんじゃないか。 

 そうしたら物も含めて、消費税は８％で受注した

会社は、買って品物を作ってくるんじゃないかとい

う、現実的な話をしますとね。 

 ただ、完成して引き渡しを受けた時点でというお

話を聞きましたから、そこにこだわるとなれば、こ

れはもうやむを得ないんだと思うんですが。 

 大事な税金を使うわけですから、何らかの、やは

り節約ができればという、ちょっと思いがあったん

ですがね。 

 この辺はやっぱり、どういうことなんでしょう

ね。 

 石井参事に聞くのも、他のやつも全部該当してく

るんですけれども、契約の関係ですから、総務経済

委員会ですから、企画総務部長もいますし、副市長

もいるんで、もしその辺の考え方、これ土木工事も

そうなんですけどね。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩します。 

午前10時55分休憩 

               午前11時01分再開 

○立崎聡一委員長 再開します。 

 答弁から。 

○石井公晶総務防災課参事 はい。 

 今回の緊急告知防災ラジオの納品の部分につきま

しては、10月１日以降の納品ということで業者から

聞いておりまして、契約の期限につきましても、12

月中旬、12月20日という形で契約を取り交わしてお

りまして、その時点では消費税率は10％ということ

を認識しておりますので、当初は８％で契約を交わ

しますが、納品時にはその部分を契約変更という形

で、消費税分は負担をさせていただくという形の契

約を、今回はさせていただいておりますので、御理

解いただければと思っております。 

○山田庫司郎委員 あくまでも完成をして、引き渡

した時点の日にちで考えさせていただくということ

で理解しました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○川原田英世委員 すいません、もう１点ちょっと

確認したかったんですけれども、今るる議論あった

んですが、契約の相手方は、もちろん部品の仕入れ

なので事前に、この契約に至るまでいろんな取引が

発生して、それは消費税８％で取引されているんで

すよね。 

 それで、今回10％に上がって、８％の消費税のと

きに仕入れたものが10％で、あとでそれは消費税と

して支払わなくちゃいけなくなるってことで、ちょ

っと負担がふえることになるんですね、取引してる

側の相手としては。 

 ということも含めて、相手はそれを了承している

のかどうなのかっていうのをちょっと確認したかっ

たんですが。 

○立崎聡一委員長 休憩します。 

午前11時03分休憩 

               午前11時05分再開 

○立崎聡一委員長 再開します。 

 川原田委員の質問から。 

○川原田英世委員 今、事業者に負担がふえると言

いましたけど、負担がふえるというか、そこに幅が

出ると。 

 最初の契約のときからは、ちょっと状況は変わる

ということですけれども、それに対して相手先は了

承しているということで理解していいのか、伺いま

す。 

○石井公晶総務防災課参事 この消費税の取り扱い

に際しましては、国税庁のほうからも取り扱いのＱ

＆Ａというものが示されておりまして、その中で

は、仕入れの際に消費税８％で仕入れたものに対し

ても、施行後の部分につきましては、新税率10％

で、それは計算されるというようなことが示されて
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おりますので、その部分については事業者のほうも

理解をしているというふうには考えてございます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○松浦敏司副委員長 今の議論聞いてても、非常に

消費税というものが相当きついものだと。 

 企業にとっても、いずれにしても大変なことだと

いうふうに思うのですが、いわゆる法律がそういう

ふうに決まっているので、消費税が10％という形で

今回補正をしているわけですけれども、仮の話です

けれども、例えば今回の、これが通らなかったとし

た場合は、この場合は今度、その負担は、いわゆる

この相手側の会社に、その消費税の分が負担になっ

てしまうというふうに考えてよろしいですか。 

○立崎聡一委員長 休憩します。 

午前11時07分休憩 

午前11時10分再開 

○立崎聡一委員長 再開します。 

○松浦敏司副委員長 ちょっと、私の質問が、あま

り適切でなかったというようなこともありますの

で、基本的には、法的に８％から10％に引き上げら

れているということでありますから、これはやむを

得ないというふうに思います。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、お諮りいたします。 

 議案第13号、財産の取得に係る契約の一部変更に

ついて、全会一致により原案可決すべきものとして

決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

 それではここで理事者入れかえのため、休憩いた

します。 

午前11時10分休憩 

午前11時14分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 続きまして、議案第１号中、建設港湾部所管分の

説明を求めます。 

○梅津義則港湾課長 議案資料９ページをごらんく

ださい。 

 平成31年度一般会計、港湾管理費、港湾海岸漂着

物等処理事業の補正予算について御説明申し上げま

す。 

 １の補正の理由及び内容でありますが、北海道の

補助金を活用し、港湾区域内の漂着物を処理するた

め、次の経費を追加補正するものであります。 

 経費使途といたしましては、海岸漂着物の処理業

務委託料として200万円を追加補正いたします。 

 処理対象エリアについては、10ページに位置図を

添付しておりますので、あわせてごらん願います。 

 ２の補正額でありますが、（１）の歳出予算につ

きましては資料に記載の款項目事業名に新たに200

万円を追加補正し、財源の内訳は記載のとおりであ

ります。 

 （２）の歳入予算につきましては記載のとおりで

あります。 

 続きまして、議案資料の11ページをごらんくださ

い。 

 平成31年度一般会計、港湾管理費、親水防波堤改

良事業の補正予算について御説明を申し上げます。 

 １の補正の理由及び内容でありますが、国の補助

金を活用し、親水防波堤ぽぽ２６０の修繕を行うた

め、次の経費を追加補正するものであります。 

 経費使途といたしましては、改良にかかわる工事

費として1,200万円を追加補正いたします。 

 工事の内容については、12ページに位置図を添付

しておりますので、そちらをあわせてごらん願いま

す。 

 現在、ぽぽ２６０は、老朽化のため展望スペース

のボードウォークを全面撤去し、一部を閉鎖してい

る状況となっております。 

 今回、その展望スペースの一部を擬木により補修

し、あわせて照明器具の一部を補修いたします。 

 また、第４埠頭から川筋地区に至る導線にクルー

ズや観光で来網したお客様等への構内誘導看板を設

置するものであります。 

 ２の補正額でありますが、（１）の歳出予算につ

きましては、資料の記載の款項目事業名に新たに

1,200万円を追加補正し、財源の内訳は記載のとお

りであります。 

 （２）の歳入予算につきましては記載のとおりで

あります。 

 以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○小田部照委員 海岸の漂着物の処理ということで

９ページですね。 

 200万円とありますが、今、世界的にも海のご

み、特にプラスチックのごみが海の生物にすごい悪

影響を及ぼしているということで、2050年にはプラ

スチックごみが魚の量を上回るとも予測されている
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ところでありますが、網走に漂着されるごみという

のはどれぐらい、年間ぐらいの量でどのような内容

のものなのか伺います。 

○梅津義則港湾課長 網走全域ということでは把握

はしておりませんで、今回行うのは港湾課で所管を

しております港湾区域内の海岸といったところでご

ざいまして、全域となりますと、そのほか鱒浦地区

ですとかそういった地域となりますと、また北海道

の所管する海岸というのがございますので、またそ

ちらのほうは数字的には把握しておりませんが、こ

の港湾区域内に限って申しますと、平成26年に以前

清掃を実施した実績がございまして、そのときに回

収したごみの量は13トンということになっておりま

す。 

 漂着物としましては今、委員のほうでおっしゃら

れましたプラスチック系のごみですとか、主に多か

ったのは、やはりあそこの地区は流木が多かったと

いうことでございます。 

 そのほか、漁網ですとか浮き玉、タイヤなどが漂

着していたということで、それを処理したという記

憶がございます。 

○小田部照委員 これは26年度に一度、ごみ処理し

てきた実績があるということですが、毎年のように

市民のボランティア活動さんですとか、漁組の組合

のほうでごみ処理とかしてると思うんですけれど

も、こちらの委託業者というのはどちらになるでし

ょう。 

○梅津義則港湾課長 今回、委託する先ですけれど

も、今後、開催いたします指名委員会のほうで、そ

の辺は指名をしていくということなりますが、基本

的には網走市の入札参加者名簿に登載されている事

業者ということになりますが、流木が多いものです

から、流木の処理についてはその流木の処理をでき

る業者ということで考えておりますし、そのほか収

集運搬につきましては、市内の清掃事業者、建築業

者、そういったところで考えているところでござい

ます。 

○小田部照委員 今、ごみの種類、流木が多いとい

うようなお話ありました。 

 もちろん流木もあるんでしょうけれども、僕もご

み拾いには毎年参加させていただいていますが、漁

網でしたりとか地元からやっぱりポイ捨てされるプ

ラスチック、ペットボトルですとか、そういうごみ

もすごく多いんですが、こういうごみの種類によっ

て、海ですから海外から流れるものもあったり、今

はそういうごみの内容はあまり把握されていないと

いうことなんでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 この事業をやるに当たり、事

前に現地の調査はしておりますけれども、やはり１

番目立って多いのは流木ということで、その中に委

員もおっしゃられております漁網ですとか、そうい

ったプラスチック系ですね。 

 ペットボトルですとか、瓶とか缶とか、そういっ

たものも混ざっているところでございます。 

○小田部照委員 漂着物の処理ということで大変必

要なことなんですけれども、漂着物、流木は別でし

ょうけれども、やっぱり地元から出るポイ捨てごみ

だとかが非常にどこの海岸地域でも多いと思うの

で、そういったごみの出ないような施策も必要にな

ってくると思いますが、今、網走市はどんなものが

あるのか。 

 施策、考えているものがあれば、お聞きしたいと

思います。 

○梅津義則港湾課長 やはり道路ですとか、そうい

ったところにポイ捨てされたごみがですね、風にの

ったりとかしまして、川などにたどりついて、最後

は海に出てしまうですとか、あとは海岸に見にこら

れた方ですとか、釣り客ですね、そういった方が置

いていったごみとかが、やはり海に出てしまうとい

うことが多くあると思いますので、そういったとこ

ろを、ポイ捨てしないような取り組みということ

で、啓発をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○小田部照委員 わかりました。 

 一次産業が盛んな網走の漁師さんにとって大切な

海ですので、そういった環境にごみを捨てられない

ような施策、拾うのも大事ですけれども、施策も必

要になってくると思います。 

 その辺も今後協議させていただきたいと思いま

す。 

 これは、ちなみに今後毎年続けられていく事業な

んでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 ごみの量にもよるんですけれ

ども、今のところ毎年ということでは考えておりま

せんが、その年の時化ぐあいによっては流木の堆積

する年もありますし、あまり堆積しない年もありま

すので、その辺は状況を見ながらということになり

ますが、やはり何年かに１回というような間隔で、

今後も続けていきたいというふうに考えておりま

す。 
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○小田部照委員 毎年状況によってということでし

ょうけれども、年々本当にごみは増加していく一方

なので、ぜひ、毎年必要な事業だと思いますので、

よく検討して実施していただきたいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○川原田英世委員 今、るる質問あったところです

けれども、ごみを処理しなくてはいけないというこ

とはよくわかるんですが、人工物としてのごみとい

う認識で流木を漂着物として処理をする必要性が、

僕はよくわからないんですが、その点、理由を教え

てください。 

○梅津義則港湾課長 基本的に流木も漂着ごみとい

うのは一般廃棄物なりますので、そのまま処理をす

ると、明治のごみ処理場に入れるというような形に

なりますが、網走市にはそういった木材を再利用し

ている事業者がありますので、家畜の寝わらってい

うんですか、そういったものに再利用している事業

者がありますので、リサイクルできるものはリサイ

クルをしていこうということで考えております。 

○川原田英世委員 漂着物である木材も、そうやっ

て利活用できるものは利活用するということですけ

ども、知床での取り組みで漂着物としての木材だと

かそういうものが自然分解されることによって、や

はり海への有機物としてのエネルギーになっている

と。 

 自然にあまり人間が手をかけるのはいかがなもの

かということを知床に行って話を聞いてて、なるほ

どなというふうな思いをしたことがあります。 

 人工物の処理ってのは大切なことだというふうに

思いますし、砂に埋もれている漁網なんて、よく、

僕らも毎年ごみ拾いとかするんですけれども、すご

く大変で。 

 なかなか市民ボランティアとかでは処理できない

ような人工物のごみがあることも事実なんですけれ

ども、そういうときに、自然物のごみというのはな

かなか撤去することはないですよね。 

 その必要性がちょっとどこにあるのかなと思って

伺ったんですけれども、有効活用するんだというこ

とで理解しましたが、ただ、木材をそのように処理

するということは、今の説明の一部ではちょっと私

もわからない部分があるんですけれども、少し調べ

てみたいなと思いますが、この市の区域外では道の

管轄になるんですけれども、そこは道のほうで何か

取り組みを行うというのはあるのか、そこも確認し

たいと思います。 

○梅津義則港湾課長 やはり道のほうでもですね、

以前ありましたクリーンエネルギー基金を使ってご

みを処理したといったようなことはございますけれ

ども、北海道ですから網走市に限った海岸ではなく

て、全道的に取り組みを行っているといったような

実績はあるかと思います。 

 ことし、北海道が網走の海岸でどういった漂着ご

みに対して対策をとっているかというのは、申しわ

けないですが今、把握はしていないところでござい

ます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 議案第１号中、建設港湾部所管分については、全

会一致により原案可決すべきものと決定してよろし

いでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 続いて、議案第９号、網走市道

路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定につい

て説明を求めます。 

○澁谷一志都市管理課参事 議案資料35ページ、資

料７号をごらんください。 

 議案第９号、網走市道路占用料徴収条例の一部を

改正する条例制定について御説明いたします。 

 １．趣旨でございますが、平成28年４月の消費税

法の一部改正に伴い、令和元年10月１日から消費税

及び地方消費税の税率が８％から10％へ引き上げら

れることから、占用の期間が１か月未満の場合の消

費税課税について、当該条例の所要の改正を行うも

のであります。 

 ２．内容でございますが、具体的割合を定める規

定から、消費税法及び地方税法を引用する規定に改

めるものであります。 

 ３．施行期日は、令和元年10月１日から施行する

ものでございます。 

 資料の36ページに、条例の新旧対照表を添付して

おりますので、御参照願います。 

 説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 細かいことですいませんが、新

旧対照表の中でですね、以前までは1.08を乗じてっ

ていう数字をうたっているんですが、今回からは消
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費税額に相当する額という形で、実は入ってないで

すね。 

 これは何か理由はあるんですか。 

 国のほうの法律がこういうふうになってるんだと

思いますけれども、何か理由があるんですか。 

○澁谷一志都市管理課参事 消費税は国が定めた間

接税でありまして、税制改正に伴う条例改正という

認識でおりますので、委員の答弁になっているかわ

からないんですが、この引用方式というのは問題な

いのではないかというふうに考えております。 

○山田庫司郎委員 私としては、これ以上消費税は

上がらないほうがいいという考え方をもってるもの

ですけれども、これからやっぱり国の今の予算を含

めてですね、借金が相当ありますから、消費税とい

うことの、これからの増率というのはありうると思

うんです。 

 もし、これが上がったときには、これは一切いじ

らないでこのまま使えるという意味も含めているん

ですか。 

○澁谷一志都市管理課参事 そのとおりでございま

す。 

○山田庫司郎委員 難しいのかどうか、1.1ってい

うのもあるのかどうかですが、1.1になったんです

から、私は数字をきちっとうたうべきではないかと

思うし、その都度の消費税率の変化があればです

ね、やっぱり率をきちっとここに条例の中に入れる

ほうが私はベストではないかと思うんですが、いか

がなものでしょうか。 

○佐々木浩司建設港湾部長 前回、消費税の改正の

とき、平成26年に８％に変わったときに、それを引

用する条例がかなりできました。 

 今回、土木のほうで調べたところ、こういう数字

の1.08っていうのが見つかったんですが、市の中で

取り扱いについて混在している状況ですので、今

回、それにあわせた形で引用させていただくという

形で考えました。 

○山田庫司郎委員 混在してるというのは、ほかの

手数料、使用料を含めて、今回見送ったやつもあり

ますけれども、そういうやつが、こういう形になっ

てるっていう意味の混在なんですか。 

 それにあわせたという。 

○佐々木浩司建設港湾部長 水道使用料ですとか、

そのほかの手数料関係もそうだったんですが、その

平成26年の３月の議会だったと思うんですけれど

も、そのときに、その消費税の税率について議論を

させていただきました。 

 そのときに、引用をさせていただくという条例が

かなりできたわけなんですが、今回、残ってたの

で、あわせて引用をさせていただくということに改

正させていただきたいということで、今回、提案さ

せていただいたものでございます。 

○山田庫司郎委員 頭がかたいからわかんないので

すが、引用したということはほかにもあるというこ

とで、それにあわせたっていう理由ですね。 

 だから、流れとして市は、今度は全部これに統一

されますよ、消費税に対する分については。 

○佐々木浩司建設港湾部長 市全体の中で、そうい

うことといいますか、引用されている状態であるの

が現状ですので、今回、都市管理課の部分でこの部

分残ってましたので、あわせていただくと、統一さ

せていただくと、そういうことで提案させていただ

いております。 

○山田庫司郎委員 管理条例と、河川占用料も同じ

ですけれども、建設関係のとこの条例がこういうこ

とだったんで、今回それは、ほかのやつの条例の内

容にあわせたいと。私も勉強不足で、ほかのを見て

ないでちょっと比較してしまって申しわけないです

が。 

 いや、それなら理解しましたけれども、消費税が

変わったときにはこの条例改正は、もう出てこない

という考え方でいいですね。 

○佐々木浩司建設港湾部長 今後税率が変わった場

合には、自動的にその税率になるということで考え

ています。 

○山田庫司郎委員 はい。 

 条例的には理解させていただきました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○松浦敏司副委員長 今、山田委員から質疑がなさ

れて、私もここに数字があったのが、1.08があった

のが、それが消えて、いわゆる議会にかけなくても

自動的に消費税が変化すればそれに基づいて変わる

というふうになると。 

 一見、これは合理的に見えますけれども、実は逆

に議会側からすると、議会にかけられないですから

表に出ないということです、ある意味ね。 

 そういう点では、以前平成26年のときに私もこの

部分で、自動的に結果として上がるというのは、こ

れは反対だということで、討論を行った経緯があり

ますけれども、やはりこれは先ほど山田委員も言い

ましたけれども、数字を入れて変化があれば変化に
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応じて提案すると、そして議会の承認を得るという

手続をすべきだという点で、今回、普通河川、準用

河川が出てますけれども、同じくそういうふうな形

になってると。 

 多分、前回のときに、提案をし忘れたのかちょっ

とわかりませんが、結果としては残っていたという

ことですけれども、これはやはり私としては、非常

に問題としてあるということで、これは数字を入れ

るべきだというふうなことであります。 

 ですから、これについてはちょっと同意できない

ということであります。 

○栗田政男委員 討論に参加をさせていただきま

す。 

 まったく理にかなった改正だと思います。 

 市の条例の中でバラバラというのは全然それはや

っぱり直すべきですし、あまりにも消費税が細かく

上がり過ぎた今までの経緯があって、上がるか上が

らないかわからなくて延びたとか、いろんなことが

今までの近過去の間に行われてたっていうことで、

しようがない部分もあるんですが、整理できるもの

を整理することと、消費税は決して10％で止まるわ

けではないというふうに私は考えております。 

 まだまだ上げなければ、日本はもたないというの

が当たり前の話なんで、それはほかの場面で議論さ

せていただきますけれども、そういう中でもいちい

ちその部分を、こういう形で表に出すから出さない

とか、そういう議論じゃないんですね。 

 そういう無駄なことは何にもすることないので、

それに合わせて自然に変わっていくっていうのが非

常に合理的ですし、かつ効率的だと思います。 

 消費税の上げる上げない議論というのはまた違っ

た場面で、まして我々市議会の中ではなかなかそれ

を決定する機関ではないですから、慎重に扱わなけ

ればならないというのもひとつ申し添えたいと思い

ます。 

 こういうのはいい形ですから、いい改正の仕方な

ので、どんどん進めていただきたい。 

 賛成討論になりましたけれども、そういうことで

あります。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 お諮りいたします。 

 議案第９号、網走市道路占有料徴収条例の一部を

改正する条例制定については、大方の賛成により原

案可決すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第10号、網走市普通

河川管理条例の一部を改正する条例制定について説

明を求めます。 

○澁谷一志都市管理課参事 議案資料37ページ、資

料８号をごらんください。 

 議案第10号、網走市普通河川管理条例の一部を改

正する条例制定について御説明いたします。 

 改正の趣旨、内容、施行期日は、議案第９号と同

じであります。 

 資料の38ページから40ページに、条例の新旧対照

表を添付しておりますので、御参照願います。 

 説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○松浦敏司副委員長 ちょっと確認ですが、ここで

占用期間が一カ月未満の場合というふうになってお

ります。 

 そういう使用の仕方というのはどれぐらいのケー

スあるんでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課参事 この普通河川について

は、１か月未満の使用というのはないんですが、道

路占用の場合で言いますと、例えば８月の網走神社

祭で、四条商店街に露店の出店がございます。 

 それが対象になります。 

○松浦敏司副委員長 普通河川においては、基本的

には現状ではないというふうに捉えていいのか、そ

して、今後もこの点では、利用というのはほとんど

ないというふうに捉えていいんでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課参事 現在も、そのような事

例はなくて、今後は全くないとは言えないとは思い

ます。 

○松浦敏司副委員長 よくイメージできないんです

けれども、例えば、あるとすれば、この普通河川で

１か月以内に使うような、あり得る使用の仕方って

いうのは例えばどんなものが考えられるんでしょ

う。 

 よくイメージができないんですが。 

○澁谷一志都市管理課参事 例えば工事におきまし

て、１カ月未満で、簡易的な工作物を設置すると

か、そういうのは考えられます。 

○松浦敏司副委員長 はい、その辺は理解しました

が、先ほども言いましたけれども、数字が1.08で入

っていたのが、これはなくなって消費税が変化すれ
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ば、その都度、自動的に認めるということになって

いくということは、条例にも書いていますので、こ

の点について私も先ほどと同じ態度で、ちょっとこ

れについては反対せざるを得ないということであり

ます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○川原田英世委員 今の反対という意見も出まし

た。 

 私も、消費税の増税がさまざまな市民生活に影響

を与えるというのはちゃんと議会で、その都度、も

し上がるという議論があるんであればですね、議論

していくということが必要だというふうに思いま

す。 

 こういうことにも消費税の影響というのはあるん

だなっていうのは、やっぱりこれによってわからな

くなってしまうというのが、将来的に果たして正し

いことなのかと思うと既に変わってしまってるもの

もありますけれども、それらも含めてですね、ない

ことによる影響のほうが、僕はこれを変えることよ

りも大きいというふうに思いますので、ここはちゃ

んと数字を入れるべきだというふうに思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

 休憩させていただきます。 

午後11時43分休憩 

午後11時50分再開 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

 私としては、この件に関しては賛成でございま

す。 

 先ほどの議案でございました、栗田議員の説明と

大方同意でございます。 

 ただ１点申し上げるのであれば、この説明に関し

て答弁の中から聞き取れたのは、前回の消費税増税

のときに変えておくべきだったところを、今回、変

えているという趣旨だったと思います。 

 それがこの議案を読むと読み取れなくて、このよ

うな議論を呼んだのかと思いますので、補足でも構

いませんので、今度からそういう説明があれば、よ

りスムーズにいくのかなと思います。 

 以上でございます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○澤谷淳子委員 私も、今回の改定はこれで賛成し

たいと思います。 

 先ほどもやはり討論でありましたけども、決まっ

た消費税を網走市だけ前の消費税で払うということ

もあり得ないことですので、そのときの決まった消

費税で払うというふうに書かれていますので、これ

で賛成です。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それではお諮りいたします。 

 議案第10号、網走市普通河川管理条例の一部を改

正する条例制定については、大方の賛成者により、

原案可決すべきものとして決定してよろしいでしょ

うか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第11号、網走市準用

河川占用料等徴収条例の一部を改正する条例制定に

ついて説明を求めます。 

○澁谷一志都市管理課参事 議案資料41ページ、資

料９号をごらんください。 

 議案第11号、網走市準用河川占用料等徴収条例の

一部を改正する条例制定について御説明いたしま

す。 

 改正の趣旨、内容、施行期日は、議案第９号と同

じであります。 

 資料の42ページから46ページに、条例の新旧対照

表を添付しておりますので、御参照願います。 

 説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○松浦敏司副委員長 ちょっと勉強不足でわからな

い点があるんですが、先ほどの普通河川と、今、提

案のあった準用河川というふうになっていますが、

この違いについて伺います。 

○澁谷一志都市管理課参事 河川には、河川法の準

用を受ける１級河川、２級河川、あと準用河川と、

河川法の適用を受けない普通河川の４種類に区分さ

れ、普通河川は市町村が条例を策定し、管理してい

る河川になります。 

 準用河川につきましては、河川法の準用を受け、

網走市が管理している河川になります。 

○松浦敏司副委員長 よくイメージできないんです

が、例えば網走で言えばどういった川があるんです

か。 

○澁谷一志都市管理課参事 準用河川ですが、網走

には３つの河川がございます。 

 例えば、一番わかりやすいのが、オビオショップ

川といいまして、学園通り沿いを流れている川がご

ざいます。 
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 それと、卯原内のほうのニタテヨコツナイ川、も

う一つが丸万川となっております。 

○松浦敏司副委員長 はい、わかりました。 

 川についてはわかりましたが、これ、先ほども普

通河川の中では、現状はあまりないということだっ

たんですか、これについても一カ月未満の使用とい

うのは、基本的にはあまりないというふうに捉えて

よろしいでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課参事 昨年度の実績では、申

請はございません。 

○松浦敏司副委員長 結論的には、先ほど私、普通

河川でも言いましたけれども、1.08という数字が消

えて、消費税が上がれば自動的に上がるということ

で、議会にも触れないというような状況になります

ので、これについては賛成できないということであ

ります。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○澤谷淳子委員 以前の討論とも似ているんですけ

れども、やはり消費税の討論は別として、決まった

ものを、この支払うときの文言自体を変更したいと

のことでしたので、これで賛成いたします。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

 議案第11号、網走市準用河川占用料等徴収条例の

一部を改正する条例制定については、大方の賛成者

により、原案可決すべきものとして決定してよろし

いでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定しました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第12号、網走市水道

事業給水条例の一部を改正する条例制定について説

明を求めます。 

○野呂俊広営業経営課長 議案資料47ページ、資料

10号をごらんいただきたいと思います。 

 議案第12号、網走市水道事業給水条例の一部を改

正する条例制定について御説明申し上げます。 

 １．趣旨でございますが、水道法の一部を改正す

る法律の施行による指定給水装置工事事業者に係る

指定更新制度の導入に伴う更新と更新手数料を定め

るとともに、関係政令の整備及び経過措置に関する

政令の公布に伴い、当該条例に規定すべき関係規定

の所要の改正を行うものでございます。 

 ２．内容についてでございますが、１点目は、指

定給水装置工事事業者の定義に水道法に定める指定

の更新を受けたものを含めること。 

 これは、条例規定上の指定給水装置工事事業者の

定義の中に新たに指定の更新を受けたものを追加す

るものでございます。 

 ２点目は、指定給水装置工事事業者の指定の更新

の際に、徴収する更新手数料を定めること。 

 これは、今回の改正による更新手数料を既存の新

規手数料と同額の１万円とするものでございます。 

 ３点目は、水道法施行令の一部改正により給水装

置の構造及び材質の基準に係る条文に条ずれが生じ

たことから、修正を行うこと。 

 これは上位法令である水道法施行令の条番号に変

更があったことに伴い、条例の条文番号を繰り下げ

て対応するものでございます。 

 ４点目は、給水の停止要件から指定給水装置工事

事業者の指定更新手数料を除くこと。 

 これは一般的に水道料金等の滞納があった場合

に、給水を停止できる旨の条例条文中から、水道使

用料ではない業者指定に関する手数料については適

用しないものとするものでございます。 

 ３、施行期日につきましては、令和元年10月１日

から施行するものでございまして、条例の新旧対照

表及び更新手数料額については、48ページ、49ペー

ジのとおりでございます。 

 以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○山田庫司郎委員 今回は要するに、指定給水装置

工事事業者の更新が新制度としてできたと、という

ことは従来は更新はなかったということなんです

ね。 

 それと、更新というのは例えば、何年たったら更

新手続をしなければならないというようなことが中

身的にあるのかとか。 

○野呂俊広営業経営課長 今回の改正に至る背景等

について御説明しますと、平成７年以前は各水道事

業者、各自治体が独自の基準を持って、この給水装

置工事施行業者、いわゆる指定業者を指定していた

ということだったんですけれども、国への指定緩和

の流れで、平成８年に全国一律の指定基準によるも

のという制度になったということがありまして、網

走市では平成10年度から、それを適用して実施して

います。 

 全国一律の指定基準になったということで、事業

者数が全国的に大幅に増加した一方で、無届け工事
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ですとか不良工事も多く発生しました。 

 これまでは新規のみの指定であったため、そのあ

と事業の廃止ですとか、住所変更ですとかその他も

ろもろの届け出がない場合に、所在不明な業者が存

在するといったような課題がありました。 

 それでそういう課題を対応するということと、業

者さんの資質の維持向上を図るということから、そ

の指定の有効期間を今回５年に定めて、それで、そ

の指定更新の際には、改めてその指定の要件を確認

するということと同時に、その徴収手数料を１万円

いただくということから、今回の事業を進めようと

するものでございます。 

○山田庫司郎委員 理解しました。 

 今、何社ですか。 

○野呂俊広営業経営課長 現在45業者ございます。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○川原田英世委員 理解したんですが、この手数料

１万円というのは何か理由があるでしょうか。 

○野呂俊広営業経営課長 今回この更新手数料１万

円と設定した根拠は何点かあるんですけれども、現

在は新規手数料としていただいている手数料が１万

円であるということから、事務負担料もおおむね同

等程度だろうというふうに考えたということ、それ

から職員の現在の平均給与と、今回のこの事務に係

る所要時間等を計算すると、おおむね１万円になる

だろうということと、道内の自治体の今回の動向の

調査をしたところ、１万円とする自治体が多かった

ということを総合的に勘案して１万円ということで

設定してあるところでございます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕   

はい、お諮りいたします。 

 議案第12号、網走市水道事業給水条例の一部を改

正する条例制定については、全会一致により原案可

決すべきものとして決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第14号、財産の取得

に係る契約の一部変更について説明願います。 

○柏木弦都市管理課長 議案資料51ページ、資料12

号をごらんください。 

 議案第14号、財産取得に係る契約の一部変更につ

いて御説明いたします。 

 令和元年６月の第２回定例会により、議決いただ

きました、平成31年度社会資本整備総合交付金によ

る除雪グレーダーの契約の一部変更を行うものであ

ります。 

 １の契約変更の理由ですが、本年10月１日からの

消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、契約金額

の変更を行うものです。 

 ２の契約変更の内容ですが、契約名称が平成31年

度社会資本整備総合交付金による除雪グレーダーで

あります。 

 当初、契約金額が税込み価格で3,974万4,000円で

す。 

 変更後、契約金額が4,048万円で契約を行おうと

するものです。 

 契約の相手方、納入期限について変更はなく、記

載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

お諮りいたします。 

 議案第14号、財産の取得に係る契約の一部変更に

ついては、全会一致により原案可決すべきものとし

て決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第15号、財産の取得

に係る契約の一部変更について説明を求めます。 

○中村昭彦下水道課長 議案資料52ページ、資料13

号をごらんください。 

 議案第15号、財産の取得に係る契約の一部変更に

ついて御説明いたします。 

 令和元年６月の第２回定例会により議決をいただ

きました、平成31年度網走市公共下水道、下水汚泥

運搬車更新の契約の一部を変更するため、本議会の

議決を得ようとするものでございます。 

 １の契約変更の理由でございますが、平成28年４

月の消費税法等の一部改正に伴い、契約金額の変更

を行うものでございます。 

 ２の契約変更の内容でありますが、当初契約金額

2,511万円を2,557万5,000円に変更し、契約を行お

うとするものでございます。 

 契約の相手方、納入期限については変更はなく、

資料に記載のとおりでございます。 
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 以上です。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

はい、お諮りいたします。 

 議案第15号、財産の取得に係る契約の一部変更に

ついては、全会一致により原案可決すべきものとし

て決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それではそのように決定いたしました。 

 ここで昼食のため休憩をいたします。 

 再開は午後１時といたしますので、よろしくお願

いいたします。 

午後０時07分休憩 

午後１時00分再開 

○立崎聡一委員長 それでは再開いたします。 

 次に、議案第17号、財産の無償譲渡について説明

を求めます。 

○梅津義則港湾課長 議案第17号から議案第21号ま

での５件につきましては、設置の経過及び譲渡の理

由が同じですので、その部分について一括して説明

をいたします。 

 無償譲渡をする財産は、平成26年度で完了した海

岸事業において、護岸工事施行の際に付近の水産加

工場が利用している井戸水の汚濁を防止するために

設置をした水質汚濁防止施設であります。 

 無償譲渡の理由は、平成26年10月から５カ年の検

証期間を設け、井戸水の検証をしてきたところです

が、海岸事業に起因する井戸水への影響はないもの

と判断し、本来であれば、市が除却しなければなら

ない水質汚濁防止施設について、撤去費用等を鑑

み、無償譲渡をするものです。 

 また、各施設が所在している土地は、一部を除

き、各水産加工会社の所有地であります。 

 それでは、議案第17号について御説明をいたしま

す。 

 議案資料54ページ、資料15号をあわせてごらんく

ださい。 

 譲渡する財産は、網走市北７条東１丁目に設置を

した、パネルタンク構造カートリッジ式ろ過設備一

式です。 

 譲渡の相手方は、株式会社朝倉商店になります。 

 設備の建設年月、建設費等の詳細につきましては

資料に記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○栗田政男委員 経過も知っている中で確認をしま

すけれども、説明にあった中では、既存のボーリン

グしてるものは、この設備を通らないものも、基準

内の水質を確保してるという考え方でいいんです

か。 

○梅津義則港湾課長 加工場で使用している水につ

きましては、全てこの施設を通して使用していると

いう状況でございます。 

○栗田政男委員 わかりました。 

 そういう心配があったのでこの設備を設置して、

通して使うということを理解させていただきまし

た。 

 そうなれば今の段階では大丈夫ですよということ

なんでしょうけれども、それは今後もここを通って

供給されるわけだろうと思いますけれども、浄化し

なくても大丈夫なような水質に戻ったということ

で、戻ったというか、になってるという現状でよろ

しいですか。 

○立花学都市整備課長 護岸工事については、平成

18年から平成26年におきまして、護岸工事を行いま

した。 

 その後、その水質のモニタリングを続けておりま

して、護岸工事が影響されるような水質の汚濁と

か、水質が悪くなっているという結果が出ていない

という状況の中で、今回無償譲渡するという手続に

なっている状況です。 

○栗田政男委員 その説明でいくと、本来この装置

を通さなくても十分使えるという水が確保されてる

ということなんですが、撤去費用その他は多額にか

かってしまうもろもろのことがあるんでしょうけれ

ども、これを渡す側っていうかもらう側の企業さん

たちは、今後この施設を自分たちで管理運営してい

くというような話をしっかりできているんでしょう

か。 

○梅津義則港湾課長 ５年前にこの施設を継続して

使用するとなったときから、その維持管理につきま

しては、水産加工場のほうでしていただくというこ

とで契約をしておりまして、今までもそういった形

で継続して行ってきております。 

○栗田政男委員 はい、それはよくわかりました。 

 各施設いろいろ詳しく説明が載ってるんですけれ

ども、相当施設に差があるような気がするんです

ね。 

 それはそれとしてその当時の状況でこういう形に
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なってると思うんですけれども、企業側さんはそれ

をどう今後活用するかっていうのは企業任せという

ことで理解をいたします。 

 そういう話がしっかりできているのであれば、無

理して市が撤去する費用を出す必要もないですし、

できるならば今後に備えてこの施設を活用してもら

うことによって、より一層安全な水の供給ができる

と思うので大変いいことではないかなというふうに

理解をいたしました。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 他に質疑ございませんか。 

○松浦敏司副委員長 ちょっと確認ですが、これ、

それぞれ合わせると３億円ちょっと超える金額にな

るんですが、これは国や道の補助金などは入ってい

るんでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 建設する段階では、国の補助

が55％入ってございますけれども、こちら本来であ

れば、平成26年度に海岸事業が終わった時に撤去を

するものだったんですけれども、継続して状況をみ

たいということで国のほうに相談をしまして、その

部分につきましては、国費については平成27年度に

返還をしております。 

平成27年度の当初予算で返還をしておりまして、

残存価格に対する補助金分を返還しておりまして、

55％という補助率でしたのでその金額を返還してお

ります。 

○松浦敏司副委員長 つまり残存分については、国

に返したということで理解いたしました。 

 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければお諮りいたします。 

 議案第17号、財産の無償譲渡について、全会一致

により原案可決すべきものと決定してよろしいでし

ょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第18号、財産の無償

譲渡について説明を求めます。 

○梅津義則港湾課長 議案資料55ページ資料16号を

あわせてごらんいただきたいと思います。 

 譲渡理由については、議案第17号と同じでござい

ます。 

 譲渡する財産は、網走市北１条東２丁目15に設置

したパネルタンク構造カートリッジ式ろ過設備一式

でございます。 

 譲渡の相手方は株式会社カネコメ田中水産になり

ます。 

 設備の建設年月、建設費等の詳細は資料に記載の

とおりです。 

 以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

○川原田英世委員 一件一件のそれぞれ議案が出て

くると思うんですが、それぞれあるということなん

ですけれども、今ここに出てくる中では企業でいう

と数社あるんですけれども、それ以外にもこの工事

が行われた、ここの目に沿ってある水産企業で、井

戸水ではないにしても海水などをくみ上げて、いず

れにしても工事に影響があるような海水の使用をし

てる水産加工会社があると思うんですが、そこら辺

は途中でもし撤去をしたとか、もしくは最初からう

ちはつけなくていいよと言われたとか、いろいろと

状況がそれぞれあると思うんですけれども、どうい

った形でここまで進んできたのか、教えていただき

たいと思います。 

○立花学都市整備課長 今回の護岸工事につきまし

ては、1,320メーターの延長の整備を平成18年から

施行を行ってます。 

 ここの沿線沿いには、今回の加工場の無償譲渡先

の加工場以外にも、あと２社ほどあるかと思うんで

すけれども、今回設置いたしましたろ過施設です

ね、ろ過施設を設置した経緯につきましては、平成

18年に工事を着手してすぐに加工場が所有されてい

る井戸水に水質障害が発生したと、そのことで事業

の損失を防止するために、各井戸からあがる水を浄

化するろ過施設を設置していったというのは聞いて

ございます。 

 当初の1,320メーターのうち、大体真ん中あたり

の工事区間において取水障害が発生したという状況

がございまして、そこから影響が及ぶだろうという

予想のもと、今回、加工会社については当初、旧加

工場について対策が必要だということで、事業損失

防止施設を設置しながら、護岸工事を行ってきた経

緯でございます。 

 平成26年に全ての工事が完了した際に、加工場と

の協議の中で２加工場については撤去をして構わな

いというお話がありましたので、それについては平

成26年に撤去をしていくという状況でございます。 

○立崎聡一委員長 他に。 



- 21 -  

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りいたします。 

 議案第18号、財産の無償譲渡について、全会一致

により原案可決すべきものとして決定してよろしい

でしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に議案第19号、財産の無償譲

渡について説明を求めます。 

○梅津義則港湾課長 議案第19号について御説明を

いたします。 

 議案資料56ページ、資料17号をあわせてごらんく

ださい。 

 譲渡の理由等につきましては議案第17号と同じで

ございます。 

 譲渡する財産は、網走市北５条東２丁目２に設置

した鉄骨造の機械室と海水精密ろ過設備一式です。 

 譲渡の相手方は北見食品工業株式会社になりま

す。 

 設備の建設年月、建設費等の詳細は資料に記載の

とおりです。 

 以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければお諮りいたします。 

 議案第19号、財産の無償譲渡については全会一致

により原案可決すべきものとして決定してよろしい

でしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に議案第20号、財産の無償譲

渡について説明を求めます。 

○梅津義則港湾課長 議案第20号について御説明を

いたします。 

 議案資料57ページ、資料18号をあわせてごらんく

ださい。 

 譲渡の理由は、議案第17号と同じでございます。 

 譲渡する財産は、網走市北５条東２丁目３－１に

設置した鉄骨造の機械室と海水精密ろ過設備一式で

す。 

 譲渡の相手方は、同和食品株式会社になります。 

 設備の建設年月、建設費等の詳細は資料に記載の

とおりです。 

 以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

はい、お諮りいたします。 

 議案第20号、財産の無償譲渡については、全会一

致により原案可決すべきものとして決定してよろし

いでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたしました。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、議案第21号、財産の無償

譲渡について説明を求めます。 

○梅津義則港湾課長 議案第21号について御説明を

いたします。 

 議案資料58ページから60ページ、資料19号をあわ

せてごらんください。 

 譲渡する財産は、網走市北３条東２丁目、網走市

北９条東１丁目７－７、網走市北８条東１丁目12－

３の３カ所に設置をした鉄骨造の機械室と海水精密

ろ過設備一式です。 

 譲渡の理由は、議案第17号と同じでございます。 

 譲渡の相手方は株式会社マルキチになります。 

 これらの３施設は、株式会社マルキチの所有地と

隣接をする私有地に設置をしております。 

 設備の建設年月、設備等の詳細は資料に記載のと

おりです。 

 以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

お諮りいたします。 

 議案第21号、財産の無償譲渡については全会一致

により原案可決すべきものとして決定してよろしい

でしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

はい、ここで理事者入れかえのため暫時休憩いた

します。 

午後１時16分休憩 

午後１時17分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 次に請願の審査を行います。 

 初めに請願第１号についてです。 

 この請願は６月20日に当委員会に付託されました
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が、継続審査となっております。 

 この請願について、委員の皆さんの御意見をお示

しいただきたいと思います。 

○松浦敏司副委員長 この請願は、私どもの会派の

村椿委員が紹介議員となっております。 

 御承知のとおり、10月１日から予定どおり消費税

10％というふうになろうとしています。 

 ただ、この請願者が書いてありますように、年金

生活者の人たちは、とりわけ毎年、実質年金の支給

額が減っていくと、あるいは低所得者の皆さんは相

変わらず所得がふえない段階にあるという中で、消

費税が８％から10％、１万円の買い物をすれば千円

を支払わなければならないという大変重たい消費税

になります。 

 また、小売業者にとっては非常に複雑な複数税率

ということで、10％のものや、８％のものや、６％

のもの、あるいは５％という形で非常に混乱するこ

とが予想されているというようなことで、基本的に

ここに書かれているように、中小企業あるいは小規

模業者の経営そのものを圧迫するということで、も

う既に私も何人かから相談されていますけれども、

いつだめになるかわかんないというようなことも言

っている人もいらっしゃいまして、その心情を考え

たときに、やはりこの網走市全体の経済状況を見て

も、決して上向いていないという状況からすれば、

この消費税の増税というのは、やはりしてほしくな

いと、やめてほしいと、この思いは十分理解できま

すので、ぜひ採択していただきたいというふうに思

います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○小田部照委員 今、松浦委員のほうからいろいろ

お話ありましたが、これは国の財政状況を見てです

ね、やむを得ない国の税制度の改定だと私は考えて

いますので、これについては賛成できないというこ

とで、継続で審査していただきたいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。 

 請願第１号ことし10月からの消費税増税の中止を

求める請願につきましては、意見の一致を見なかっ

たため、閉会中継続審査とするということを報告す

ることに決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定させていただきます。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に請願第４号についてです。 

 ６月20日に当委員会に付託されましたが、陳情者

より８月30日付けで取り下げ願いが提出されていま

すので、委員会として請願第４号について、取り下

げ承認すべきものとしてよろしいでしょうか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議なしということなので、請願第４号ＪＲ北海

道の路線維持見直し策の運行継続についての請願に

ついては取り下げ承認すべきものと決定させていた

だきます。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、請願第７号ＪＲ北海道に

おける単独では維持することが困難な線区（石北本

線及び釧網本線）の維持・存続についての請願につ

いて審査をいたします。 

 委員の皆さんの御意見をお示しいただきたいと思

います。 

○川原田英世委員 先ほど議論があって、議案の部

分にもかかわってくるところですけれども、やはり

この請願の中にあるように、２年後その先のことに

ついて何も決まっていないという中で、ＪＲ北海道

がこれをしっかりこの地域としても残していこうだ

とかですね、そういった取り組みをしてもなかなか

その先が見えない中でというのは、厳しいんだろう

なという、厳しいというかですね、取り組むにして

もやはり将来的な展望が見えた上で取り組んでいく

というのが、重要なんだろうというふうに思いま

す。 

 そういった中で、いつまでにどこまで頑張れとか

そういうことは必要なのかもしれないですけれど

も、やはり長期的な視点も一つ持ちながらやってい

かなくちゃいけないという意味も含めて、２年後先

の財政支援ということも、これはやっぱり網走とし

ても要請していかなくちゃいけないだろうというこ

とと同時に、２番目にあるようにやはり負担軽減、

これもしっかりと地域に対して、国がしっかりと行

っていっていただきたいというふうに声を上げてい

く、これはやっていく必要があるというふうに思い

ますので、通すべきだというふうに思います。 

○立崎聡一委員長 確認しますけども採択というこ

とでよろしいですか。 

○川原田英世委員 はい。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○松浦敏司副委員長 そもそもで言えば、国鉄の分

割民営ということで、当初からＪＲ北海道は赤字だ
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というのは、もう当時の政府も認めていて、だから

こそ基金を持たせてその運用で赤字分は補填すると

いうようなことでやっていたけれども、しかし低金

利政策によって、その運用そのものが立ち行かなく

なるというような状況もあると。 

 一方で、新幹線という大赤字が出るようなことに

力を注いで、そしてその一方で、その影響で貨物の

路線を減らすようなこともにおわすというようなこ

とで、大変大きな問題があり、国の責任が極めて重

大だというふうに私は思います。 

 その意味では、今回この上がっている請願につい

てはもっともな話で、２年と言わず、これは引き続

き国の責任で支援すべきだというふうに思います。 

 そういった点で、この請願の内容については十分

理解できますので、採択すべきと考えます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○小田部照委員 私も全文同意いたしますので、採

択でよろしいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○栗田政男委員 午前中の審議でもこういう関係の

ものがあったので、お話をさせていただきました。 

 基本的な考え方としては私は個人的には反対でご

ざいますが、当市において、また、この請願者のよ

うに、多分ＯＢの方ではないかと思います。 

 国鉄時代からずっとやってらっしゃる方のＯＢの

方の思いというものも、この中に含まれているよう

な気がしますし、網走市としての考え方としてこう

いう考え方が大方ではないかなというふうに私も感

じてるとこは多分に多いので、請願は請願ですから

そういう思いがあるということは、その願意を十分

尊重した上で、この件に関してはその私の個人的な

見解は別にして採択をしていただきたいなというふ

うに思います。 

○立崎聡一委員長 はい、他に。 

○澤谷淳子委員 私も、やっぱり赤字なのはわかっ

てるんですが、何とか維持・存続で、私も採択した

いと思います。 

○立崎聡一委員長 はい、各会派皆さん御意見が出

ましたんですけれども、全員採択というお話でよろ

しかったと思いますが、請願第７号ＪＲ北海道にお

ける単独では維持することが困難な線区の維持・存

続についての請願については、全会一致により採択

すべきものとして決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定させていただきます。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に請願第31号総合的な公共交

通計画の策定を求める請願についてです。 

 資料１号のほうをごらんいただきたいと思いま

す。 

 この請願につきましては平成30年12月13日の総務

経済委員会にて、採択と決定され、請願原本を市に

提出した経緯がございます。 

 網走市議会会議規則第96条に採択された市に対す

る請願・陳情については、その処理の経過及び結果

の報告を請求すべきと決定したものについては、こ

れを請求しなければならないと記載されており、委

員会内において請求すべきと決定されたことから、

現時点における市での検討状況等についての報告を

求めたいと思います。 

○田口徹観光商工部次長 総合的な公共交通計画の

策定を求める請願のその後の経過でございますけれ

ども、平成31年度当初予算におきまして、地域公共

交通網形成計画策定事業として270万円の予算を計

上しまして、現在、計画の策定を進めているところ

でございますけれども、本計画につきましては、人

口減少、少子高齢化が進み、公共交通事業取り巻く

環境が厳しさを増す中、持続可能な地域公共交通ネ

ットワークの再構築を図るため、策定するものとし

ております。 

 この網形成計画とは、地域にとって望ましい公共

交通の姿を明らかにするものでありまして、ビジョ

ン的な役割を果たすものと考えております。 

 策定期間は、令和元年度、令和２年度の２年間を

予定しておりますが、本年度は、乗降調査などのデ

ータ分析や市民アンケート、さらには意見交換会の

実施などにより、地域公共交通における課題を整理

し、来年度には得られたデータや市民の声などに基

づき、地域公共交通網形成計画を策定していきたい

というふうに考えているところです。 

 現状といたしましては、計画に幅広い地域の声を

反映するため、公共交通事業者、それから道路管理

者、地域住民団体、利用団体、経済団体などで組織

します網走市地域公共交通活性化協議会を開催いた

しまして、計画策定に着手しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 ただいま御報告いただきました

が、質疑等ございますか。 

 ありませんか。 
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     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは請願第31号に対する市の状況等について

は報告を受けたということでよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 次に、陳情の審査を行いたいと

思います。 

 陳情第13号林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書提出についての陳

情について審査いたします。 

 委員の皆さんの御意見をお示しいただきたいと思

います。 

○川原田英世委員 これはたびたび上がってきてい

る陳情ですけれども、やはり、大きな課題で一歩進

んでもやっぱりさまざまな問題がまた出てくるとい

うところでありますが、１、２、３どれも、しっか

り行っていかなくちゃならないことだというふうに

思いますので、採択すべきだというふうに思いま

す。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○小田部照委員 私どもも全文賛同いたしますの

で、採択すべきだと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○澤谷淳子委員 私も全文採択でお願いいたしま

す。 

○松浦敏司副委員長 私も、これまでもこのような

同様の陳情が上がってきておりますので、内容的に

は賛同できるということで、採択ということでお願

いします。 

○立崎聡一委員長 他に。 

 栗田委員、よろしいですか。 

 採択という方向でよろしいですか。 

○栗田政男委員 はい。 

○立崎聡一委員長 委員皆さんの御意見をいただき

ました。 

 陳情第13号林業・木材産業の成長産業化に向けた

施策の充実・強化を求める意見書提出についての陳

情については、全会一致により採択すべきものとし

て決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定させていただきます。 

 ここで意見書を配付いたしますので、暫時休憩を

いたします。 

午後１時33分休憩 

午後１時35分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 意見書を配付したので、内容等を御確認願いたい

と思います。 

 よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは請願第７号ＪＲ北海道における単独では

維持することが困難な線区の維持・存続についての

請願、陳情第13号林業・木材産業の成長産業化に向

けた施策の充実・強化を求める意見書提出について

の陳情については、委員長名により委員会として意

見書案を本会議に上程し、意見書の提出先は、地方

自治法第99条の規定に基づき、関係行政庁に提出す

ることに決定してよろしいでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定させていただきます。 

 ここで理事者退席のため、暫時休憩をいたしま

す。 

午後１時36分休憩 

午後１時37分再開 

○立崎聡一委員長 それでは再開いたします。 

 次に行政視察について協議いたします。 

 ６月20日の総務経済委員会において、10月に３泊

４日で行政視察を行うこと、６月27日に総務経済委

員会にて視察先、視察項目について委員の皆様から

幾つか案を出していただきました。 

 正副委員長一任ということで決定した次第でござ

います。 

 10月１日火曜日から10月４日までの３泊４日の日

程で、この点につきましては皆さんで御協議いただ

いたと思いますけれども、行程表、多分皆さんのと

ころに行ってると思うんですが、ごらんいただきた

いと思います。 

 まだ未定の部分もございますが、予定としてはこ

のようなスケジュール感で動いていこうと考えてお

りますが、現段階で御質問等がございましたら、受

け付けたいと思います。 

 皆さんの方から何かございませんでしょうか。 

○栗田政男委員 視察先が多分、大変御苦労された

のかなと思うんですけれども、新潟で最終日になる

のかな、長岡で終わって、やっぱり東京へ下がらな

いとだめなのかなというような気がするのだけれど

も、これはしようがないの。 

○立崎聡一委員長 これ近畿日本ツーリストさんの

ほうにお任せをしてるんですけれども、その辺につ

いてはちょっと僕も専門業者ではないんでお答えし
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かねるんですけれども、多分これが１番最良の案な

んでしょうという理解のもとで、このように組ませ

ていただきました。 

 新潟から直接札幌入って札幌からっていうお話だ

とは思うんですけれども、行程上こういう形になる

のかなというふうに理解はしてました。 

○栗田政男委員 時間がもったいないなとただ単純

にそう考えてるだけの話なので、最終便で帰ってく

るのがこれもう本当に退屈な話だなというような気

がするので、その間に何にもすることがないので、

単なる車中ですよね。 

 それはそれでそういうことであればしようがない

ので、多分他のつながりがなかったんじゃないかと

いう気がするので、しようがないと思います。 

○立崎聡一委員長 視察先の場所の選定の段階で

も、いろいろと苦労して、時間が多少無駄になる部

分はあるかと思うんですけれども、本当に大変副委

員長とともに苦労したということは御理解いただき

たいなと思います。 

 それから事務方のほうもかなり御苦労されたとい

うのは事実でして、皆さんやっぱり９月議会、決算

議会なものですから、決算委員会が多いものですか

ら、なかなか受け入れ先がすんなりと決まらなかっ

たっていうのが正直なとこでございますので、何と

かこの形に落ちついたのも、本当によかったなとい

う、正副委員長で胸をなでおろしているところでご

ざいます。 

○栗田政男委員 だから、その辺も含めて我々のほ

うでも経験ある議員もいっぱいいらっしゃるので、

やっぱり向こうが議会やってるときはなかなか、議

会っていうのもそれぞれのやり方、各地域で多少前

後するところがあるので、それをずらした視察とい

うのも今後はやっぱり検討していかないと、無理し

て入れてくというのはなかなか大変な作業になって

くるのかなっていう気がします。 

 こちらのほうとしては、１年に１回の視察ですか

ら、通常慣例で行われている視察なので、その辺は

時期も踏まえて受け入れ側の受け入れやすいような

時期を選定するというのも一つの方法なのかなって

いう気がしますので、その辺は、今後の課題として

検討されたらいかがかなというふうに思います。 

○松浦敏司副委員長 栗田委員おっしゃるとおり

で、やはりただ日程が先に１日からというふうに確

認しちゃってるもんですから、そこに限定せざるを

得なかったんです。 

 ただやっぱり、次回からはこの秋のこの時期の視

察についてはやはり、少なくとも一週ないし二週ず

らさなければ、やはりだめだなっていうのを痛感し

ましたので、栗田委員の言うとおりだと思います。 

 今後に大いに生かしていきたいというふうに思い

ます。 

○立崎聡一委員長 他にございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようなのですので、このような予定で行いた

いと思います。 

 なお、行政視察後の報告書を各自それぞれ提出し

ていただきたいと思います。 

 締め切り日は10月25日金曜日17時までということ

で、よろしくお願いいたします。 

○栗田政男委員 そういう仕切りではなくて、まず

はレポートを出すのか出さないのかをしっかり確認

をすること。 

 口頭でそれをまとめてもらう方法もありますし、

必ずレポートを出すと決まってるわけではないの

で、まず委員会の中でレポートの提出、あのどうい

うまとめの仕方をするのかというのをきちっと議論

した中で進めていただかないと、レポートありきで

はないということで、きちっと進めてもらいたい。 

○立崎聡一委員長 ちょっと休憩します。 

午後１時43分休憩 

午後１時44分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 大変失礼いたしました。 

 従来、行政視察終了後、報告書をそれぞれの方に

提出していただいたという過去の経過がございます

が、このたびはどのようにしたらよろしいか、御意

見をとりたいと思います。 

○栗田政男委員 最近の流れに続いて各自しっかり

としたレポートで提出して、それを委員会の中でま

とめて提出するという形がよかろうとます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようですので、各自それぞれレポートを書い

ていただきまして、提出させていただきたいなとい

うふうに思います。 

 行政視察については以上でよろしいですか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

午後１時47分休憩 

               午後１時53分再開 

○立崎聡一委員長 続きまして、秋季視察について
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協議していただきたいと思います。 

 秋季視察は所管委員会として所管に属する市内の

施設等の状況を把握しておく必要があるため、毎年

実施しているという経過がございます。 

 今年度につきましては、秋季視察の実施につい

て、実施するか否かを協議していただきたいと思い

ます。 

○栗田政男委員 我々の委員会はそういう施設が非

常に重要な位置づけになろうかと思いますので、特

に新しい方も多いので、ぜひとも実施をしていただ

きたいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 ぜひ実施の方向で。 

○立崎聡一委員長 はい、今実施する方向でという

ことなんですけれども、それでよろしいでしょう

か。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは視察先と視察日等を御協議願いたいと思

います。 

 視察先については期限を設けてそれぞれ考えてい

きたいと思いますので、ある程度、選定をしていた

だきたいなと思いますが、例年でいきますと、選定

の要望がない場合は正副委員長に一任という声が多

かったのかなというふうに記憶はしております。 

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕 

○立崎聡一委員長 休憩します。 

午後１時53分休憩 

               午後１時53分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

他に御意見ございますか。 

○栗田政男委員 いろいろことしのスケジュール、

改選期ともあって考えたところ、この秋本当に我々

もタイトなスケジュールで活動しなくちゃいけない

ということ、特に公的な活動に関しては常任委員会

の行政視察も10月の頭にあるということで、先ほど

はやったほうがいいという意見を申し上げましたけ

れども、いろいろ詳細に考えた結果、本年はいろん

な形で各施設の見学もこの前終わったばっかりです

から、様子を見て来年度しっかりとした、計画を立

てていければよいということではないかというふう

に思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ今年度につきましては今栗田委員からお

話があったとおり、改選期でもございまして、いろ

いろと皆さんスケジュール調整が難しいということ

と行政視察等もありまして、なかなか時間が取れな

い、それから相手先との確認がちょっと難しいとい

うこともございまして、今年度は実施しないという

方向でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 ということで決定させていただきます。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 それから１点、先ほど決定いた

しました陳情第13号に係る意見書の提出先について

ですが、ＪＲ北海道なんですけれども、必要な地方

財政措置を講じるとありますので、総務大臣を加え

て本会議に上程したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのように決定させていただきます。 

─────────────────────── 

○立崎聡一委員長 あと、皆様のほうから何かござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で総務経済委員会を終了いたしま

す。 

 どうもご苦労様でした。 

午後１時55分閉会 

 


